
※設置条例第3条分類順及び氏名50音順

設置条例第３条分類 所　属  団  体 氏　　　名 備考１ 備考２

1 市長 瑞浪市 水野　光二 瑞浪市長

2
（学識経験者）
　　　　　登記分野

岐阜県土地家屋調査士会 小栗　伸幸 小栗設計事務所

3
（学識経験者）
　　　　　不動産分野

公益財団法人
全日本不動産協会岐阜県本部

近藤　豊 （株）和合不動産

4
（学識経験者）
　　　　　法律分野

岐阜県司法書士会 小司　隆信
司法書士法人
たなか事務所

5
（学識経験者）
　　　　　不動産分野

公益財団法人
岐阜県宅地建物取引業協会

角皆　進一郎 （株）ツノガイ不動産

6
（学識経験者）
　　建築・住宅問題分野

中部大学 松山　明
中部大学工学部建築学科

准教授

7
（関係行政機関の職員）
　　　　　防災関係

瑞浪市消防本部 大島　正尚 予防課長

8
（関係行政機関の職員）
　　　　　登記関係

岐阜地方法務局多治見支局 佐合　正光 表示登記専門官 新規

9
（関係行政機関の職員）
　　　　　防犯関係

多治見警察署 鈴木　健二 生活安全課長 新規

10
（公共的団体の代表）
　　地域住民の代表

瑞浪市連合自治会 中村　鈴彦 陶町連合区会長

11
（公共的団体の代表）
　　地域住民の代表

瑞浪市農業委員会 成瀬　良美 農業委員会委員 新規

12
（公共的団体の代表）
　　地域住民の代表

まちづくり推進協議会連絡会 西戸　利彦
釜戸町まちづくり
推進協議会会長

新規

瑞浪市空家等対策協議会委員名簿　　【任期：令和6年7月1日～令和8年6月30日】

資料１


